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認可外保育施設の立入調査
について（運営管理）

東京都福祉局指導監査部

指導第二課保育施設検査担当



常時複数の保育従事職員が配置されているか①

≪保育に従事する者の数≫

（１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設）

職員配置基準

０歳児 ３人につき１人以上

１、２歳児 ６人につき１人以上

３歳児 20人につき１人以上

４歳児以上 30人につき１人以上

※必要数の算出は年齢別に小数点１桁（小数点２桁以下切り捨て）目までを算出し、

その合計の端数（小数点１桁）を四捨五入する。計算結果が１の場合であっても

複数配置が必要。
※ 施設の開所から又は閉所まで３０分以内の時間帯において乳幼児数が１人の場合は、保育従事者が１人であっても指摘はし

ない。
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≪保育に従事する者の数≫

（１日に保育する乳幼児の数が常時５人以下の施設）

職員配置基準

原則として、

施設内の開所時間について常時２人以上

ただし、保育士、看護師（保健師・助産師を含む。）

又は家庭的保育研修修了者である場合は、

乳幼児の数が３人以下までは１人の配置可

常時複数の保育従事職員が配置されているか②



（乳幼児６人以上の施設）

保育従事者の必要数の1/3以上は有資格者か

≪有資格者の考え方≫

有資格者は、保育士又は看護師(助産師・保健師を含
む。)の資格を有する者をいう。

◆有資格者の数が保育従事者の必要数の３分の１以上いるか。

ａ 月極契約入所児童数に対する数

ｂ 月極契約入所児童数に時間預かりの数を加えた入所児童数に対する数

※ 有資格者の算出に当たっては、小数点１桁を四捨五入

都における有資格者の取扱において、

准看護師は、有資格者としてみなしていない。
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非常災害に対する措置として、具体的な計画＝消防
計画の作成が必要【全施設】

※消防法上、収容人員（防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数を

いう。建物全体で判断する。）が30人以上の施設については、作成及び
届出の義務がある。

※届出した消防計画の内容に変更の必要がある場合は、変更届
の提出を行うものとする。
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消防計画が適正に作成され届出が行われているか



労働基準法で義務付けられている帳簿等が備えられているか

◆労働基準法その他の法令に基づき、各事業場ごとに

備え付けが義務づけられている帳簿等があるか。

□労働者名簿（労働基準法第107条）

□賃金台帳（労働基準法第108条）

□雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関

する重要な書類の保存義務（労働基準法第109条）

その他、都の指導監督要綱により、職員に関する書類の整備が必要なもの

職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類（写）、履歴、採用年月
日等が確認できる書類、各職員の勤務の時間毎の割り振り（シフト､ローテ
ーション）が確認できる書類及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）
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施設及びサービスに関する内容が掲示されているか①

以下の事項について、施設のサービスを利用しようとする者が
見やすい場所に掲示されているか。

□設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名

□建物、その他の設備の規模及び構造

□施設の名称及び所在地

□事業を開始した年月日

□開所している時間

□提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額

に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該

変更のうち直近のものの内容及びその理由

□入所定員

□保育士その他の職員の配置数又はその予定
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□職員に対する研修の受講状況

※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設の場合は、「設置者及び職員に対する

研修の受講状況」

□保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、
保険事故及び保険金額

□提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

□緊急時等における対応方法 □非常災害対策

□虐待の防止のための措置に関する事項

□設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否
かの別（受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。）
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施設及びサービスに関する内容が掲示されているか②



職員の健康診断の実施状況

≪健康診断≫

◆ 職員の健康診断を採用時及び１年に１回実施

しているか。

≪検便≫

◆ 調理、調乳に携わる職員には、月１回検便を

実施しているか。

施設の管理者は、予め職員の検便の結果を確認したうえで、調理・調

乳業務に従事させることが重要
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令和５年度の主な基準等改正事項

（１）児童の安全確保のための計画策定等の義務化

（２）自動車を運行する場合の利用乳幼児の所在確認と

安全装置の装備の義務付け
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（１）
児童の安全確保のための計画策定等の義務化

○令和５年４月１日より

保育所を利用する児童の安全を確認するための取組を計画

的に実施するための計画の策定義務化

（基準７（８））
⇒「保育安全計画例」、 「保育所等が行う児童の安全確保に

関する取組と実施時期例」などを参考に必要事項等につ

いて年間スケジュールを定め、定期的に見直しを行う。

＜例＞

・施設の設備等の安全点検

・園外活動等を含む活動、取組等における職員や保護者への安全指導

・職員への各種訓練や研修等の児童の安全確保に関する取組
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安全計画
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安全計画
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安全計画

14



安全計画
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○令和５年４月１日（②は一部経過措置あり）

①乗降車の際に点呼等の方法により利用乳幼児の所在を確認することを義務付け

②送迎用の自動車への安全装置※の装備及び当該装置を用いて、降車時の①の所在確認

※国土交通省ガイドラインに適合

▲ ▲ ▲

令和5年4月1日 令和5年6月30日 令和6年3月31日
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代替措置可
（例）運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、
車体後方に児童の所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど

安全装置を用いて降車の際の所在の確認を行う

経過措置期間中に
安全装置を導入可能な限り安全装置を導入

（※）国土交通省が策定したガ
イドラインに適合する安全装置
のリストはこども家庭庁のＨＰ
で公表されています。

（２）
自動車を運行する場合の利用乳幼児の所在確認と

安全装置の装備の義務付け



※送迎バス（乗車定員が11人以上）等を運行している場合

道路交通法施行規則の一部改正
（安全運転管理者の業務の拡充）
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【令和４年４月１日施行】

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、

運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

・酒気帯びの有無について記録し、記録を１年間保存すること。

【令和5年１２月１日から義務化予定】

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用

いて行うこと。

・アルコール検知器を常時有効に保持すること。



（最後に）
認可外保育施設の指導監督は・・・
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☆子どものため ・・・ 安全の確保・

保育の質の向上

☆保護者のため ・・・ 安心のため

☆園及び職員のため ・・・ リスクマネジメント

今後とも御協力をお願い申し上げます


